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枚方市都市交通会議運営要領（案） 

 

令和 年 月 日 制定 

 

（趣旨）  

第１条 この要領は、枚方市都市交通会議設置要綱（以下「要綱」という。）に基づき、枚方市都市交通

会議（以下「都市交通会議」という。）の運営について必要な事項を定めるものとする。  

 

（会長及び副会長） 

第２条 都市交通会議に、会長及び副会長を置く。  

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。ただし、副会長については、会長が必要と認めると

きは、その指名により定めることができる。  

３ 会長は、会務を総理し、都市交通会議を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。 

 

（会議） 

第３条 都市交通会議は、会長が招集する。  

２ 委員は、会長が相当と認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状況を相互に認識しなが

ら通話をすることができる方法によって、都市交通会議に出席することができる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

４ 会議の議事は出席した委員の全会一致で決する。ただし、意見が分かれる場合は過半数の同意で決

し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

５ 都市交通会議の会議は、これを公開する。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運

営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。 

６ 都市交通会議は、必要があると認めるときは、委員以外のものに対して、関係者として資料を提出さ

せ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。 

７ 会長が軽微な事案、又は緊急を要する事案、その他やむを得ない事由があると判断したものについて

は、事案の概要を記載した書面（電磁的記録を含む。）を委員に送付し、又は持ち回りで委員に当該事

案に係る可否を問う方法により、都市交通会議の開催に代えることができる。 

 

（依頼期間） 

第４条 要綱第３条第２項に規定する依頼期間は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

（事務局） 

第５条 都市交通会議の業務を処理するため、都市交通会議に事務局を置く。 

２ 事務局は、枚方市土木部土木政策課が担い、枚方市健康福祉部障害支援課がそれを補佐する。 
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（補則）  

第６条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に都市交通会議で定める。 

 

 附 則 １ この要領は、制定の日から施行する。 


